
      お知らせ        平成２８年１２月２０日 

                                                      秩父市シルバー人材センター 

                                                       電話 ２２－４４５４（福祉女性会館内） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

      

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

**マナーアップ講習** 

 埼玉県シルバー連合主催の「マナーアップ講習」が、１月２４日（火）、２５日（水）に秩父市福 

祉女性会館で開催されます。生活支援に関する内容が中心となります。受講希望の方は、別紙の用紙 

に必要事項を記入の上、１月６日（金）までにセンター事務局まで申し込んでください。 

交通事故防止について 

 寒さが増し、交通事故の報道が毎日のようにされています。交通事故を防ぐためにセンターでは、

会員向けのドライバードックを２回実施し、約７０名の参加がありました。 

 最近、右折待ちをしているときに追突され、そのはずみで対向車線にはみ出して重大な事故が発生

した例がありました。右折待ちをするときは、ハンドルをまっすぐにして持ち、右折をするときにハ

ンドルを切る等の対策をお願いします。走行中に車線をはみ出すと衝突の危険性がありますので、速

度を落とし、安全運転を心がけてください。 

 また、埼玉県警ＨＰに「高齢者交通事故防止ポイント」といった内容が掲載されていましたので、

このうち、ドライバー編についてお知らせします。 

・身体能力の変化を自覚しよう→高齢者になると、動体視力や聴力の低下、集中力の維持等により、 

 危険の発見が遅れがちになりますので、車間距離を十分にとって、安全な速度で慎重に運転するこ 

 とが必要です。また、運転前には体調を確認し、持病や服薬の状況によっては、運転を控えること 

 も大切です。 

・認知能力の変化を自覚しよう→高齢者になると、複数な情報が入ってきた場合に、それらを適切に 

 処理する能力が衰える傾向が見られるため、思い込み操作のタイミングのミスなどによる事故を起 

 こしやすくなります。あらかじめ、地図や道順を頭に入れて運転したり、複雑な交差点を避けたり 

 する配慮が必要です。 

  

         ☆１２月分の就業報告書は早めに提出して下さい☆ 

 報告書の提出は毎月 5日までですが、1月は正月休みを挟むため、報告書計算、請求等の

事務手続きが大変忙しくなります。恐れ入りますが、12 月分の報告書は、できるだけ早め

に提出していただきますようお願いします。 

 年末は１２月２８日（水）まで、年初は１月４日（水）から開所しております。 

                                                                             

ゴミ拾いボランティア 

 １２月４日 午前８時より恒

例となった夜祭後のゴミ拾いボ

ランティアが行われました。 

当日は日曜日だったにも拘わ

らず、会員、職員合わせ２５名

の参加を得て、街の美化、シル

バーのＰＲ活動を行いました。 

参加者の皆様、ありがとうご

ざいました。（写真右） 



安全・適正就業だより等でもお知らせしているように、草刈業務事故が目立っています。そこで理

事会では、より安全な就業を徹底させるため、規程等の見直しを行いました。 

規程の一部改正について 

 １１月１０日の理事会で規程の一部が改正されましたのでお知らせします。 

 

◎就業の提供に関する基準の一部改正 

（遵守事項） 

第２条に「（３）安全就業基準及び作業安全適正就業基準を守ること」が追加され、 

（事故の賠償） 

第６条 会員がセンターの提供した仕事の就業中に起こした事故の賠償は、シルバー保険を適用する。   

ただし、範囲を超えた部分及び適用外の事故については、会員の責任において賠償する。 

が条文に加わりました。 

（改正の主旨） 

 最近、頻発している草刈作業事故に鑑み、第２条の遵守事項に発注者との契約義務履行、自主自立・

共働共助に敢えて安全就業基準及び作業安全適正就業基準の遵守を規程として、追加したもの。また、

第６条の事故の賠償については、事故の賠償のうち、保険適用にならない部分については、事故を起

こした会員が賠償することが明文化されました。 

 

◎草刈機を使用しての就業に関する内規の一部改正 

 第２条を（就業の資格）として、会員が草刈り取り扱い作業をするためには、「刈払機作業従事者

安全衛生教育講習会」の受講が義務付けられました。 

（改正の主旨） 

草刈機を使用しての就業をするためには、「刈払機作業従事者安全衛生教育講習会」の受講が義務 

となります。平成２９年４月以降、講習を修了していない方には、仕事の提供ができません。２８年

度中に講習会を業者に依頼する予定です。講習に関する日程等の詳細は１月号でお知らせします。受

講料９，０００円は個人負担となります。２９年以降については、個々に受講してください。 

 

 

                    
                                    

   

                                             

 

 

 

 

 

親睦会新年懇親会のご案内 

日 時 平成２９年１月１８日（水）午後６時   会 場 農園ホテル 

会 費 ５，０００円             

※申込み、送迎コース等については別紙、ご案内によりご確認ください。なお、当日は久喜理事長     

 も参加し、挨拶とともに市政報告を行います。 

２０１７年版会員手帳 在庫を販売します。 

在庫が５冊ほどあります。希望する方は、本部事務所までお申込みください。 

１冊 ３００円 

           ☆親睦会グラウンドゴルフ大会成績☆  

                          平成２８年１１月１６日（水） 

                          荒 川 総 合 グ ラ ウ ン ド 
              スコア 

 優勝   山崎武男   ８０     ６ 位  今井昭夫   ８７ 

準優勝  柿﨑米一   ８１     ７ 位  矢須芳江   ８９ 

３ 位  山口さち子  ８３     ８ 位  打木保子   ９０ 

４ 位  上林靖男   ８４     ９ 位  神田直子   ９１ 

５ 位  上林圭子   ８４     10 位  浜 義一   ９１                   

   参加者       ３３名       ホールインワン賞   １５名 



 

 

                                            

        

  


